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○南九州市保育士等就職支援事業補助金交付要綱 

令和４年３月25日 

告示第61号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，保育士等の安定的な確保を図ることを目的とし，保育所等

に就職する者を対象に予算の範囲内で南九州市保育士等就職支援事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて，南九州市補助金等交付

規則（平成19年南九州市規則第42号）に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１） 保育所等 市内に設置された児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39

条第１項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育，保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定す

る認定こども園をいう。 

（２） 保育士等 保育士，幼稚園教諭，小学校教諭，養護教諭，看護師，准

看護師，栄養士又は管理栄養士のいずれかの資格を有している者をいう。  

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は，令和10年３月

31日までに保育所等に就職する者のうち次の各号のいずれにも該当するものを

いう。 

（１） 保育所等での勤務経験がない者又は平成29年３月31日以前に保育所等

を離職した者 

（２） 就職した時点で保育士等の資格を有している者 

（３） 期間の定めのない雇用契約を結んでいる者 

（４） １日当たり６時間以上かつ１月当たり20日以上勤務する者又は保育所

等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１

か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，次に掲げる額とする。 

（１） 保育所等に保育士等として就職した場合 20万円 

（２） 前号に該当する者が就職して１年経過し引き続き勤務する場合  ５万

円 

（３） 第１号に該当する者が就職して２年経過し引き続き勤務する場合 ５

万円 
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（４） 第１号に該当する者が就職して３年経過し引き続き勤務する場合 ５

万円 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は，就

職した日から３月以内に，保育士等就職支援事業補助金交付申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

（１） 保育士等の資格を証明する書類の写し 

（２） 雇用証明書（第２号様式） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定及び額の確定） 

第６条 市長は，前条の規定による申請があったときは，内容を審査し，補助金

を交付することが適当であると認めたときは，補助金の交付を決定及び額の確

定（以下「交付決定等」という。）を行い，保育士等就職支援事業補助金交付

決定兼確定通知書（第３号様式）により，申請者に通知する。 

（翌年度以降の交付申請等） 

第７条 補助対象者が，第４条第２号から第４号までの補助金の交付を受けよう

とするときは，それぞれ経過した日から起算して３月以内に保育士等就職支援

事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

（１） 雇用証明書（第２号様式） 

（２） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の交付決定等の手続は，前条の規定を準用する。 

（交付の請求） 

第８条 申請者は，第６条の規定による通知を受け，補助金の交付を受けようと

するときは，保育士等就職支援事業補助金交付請求書（第４号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は，偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して

は，補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

２ 第４条第１号に規定する補助金の交付を受けた者が，就職後１年を経過する

前に離職したときは，日割りにより計算した額を返還しなければならない。こ

の場合，１円未満は切り捨てるものとする。 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長

が別に定める。 

附 則 
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この告示は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月20日告示第131号） 

（施行期日） 

１ この告示は，告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様

式（次項において「旧様式」という。）は，改正後の各要綱の規定による様式

とみなす。 

３ この告示の施行の際現にある旧様式については，当分の間，所要事項を調整

して使用することができる。 

附 則（令和７年４月１日告示第68号） 

（施行期日） 

１ この告示は，告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に南九州市保育士等就職支援事業補助金交付要綱及び

南九州市子育て人材バンク設置運営要綱の規定に基づいて提出されている様式

（次項において「旧様式」という。）は，改正後の南九州市保育士等就職支援

事業補助金交付要綱及び南九州市子育て人材バンク設置運営要綱の規定による

様式とみなす。 

３ この告示の施行の際現にある旧様式については，当分の間所要事項を調整し

て使用することができる。 
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第１号様式（第５条，第７条関係） 

第２号様式（第５条，第７条関係） 

第３号様式（第６条，第７条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

 


